
 

 

 

～ ご利用可能な方 ～ 

少人数による共同生活を営むことに支障がない方 
長崎市に住民票があり、要支援 2～要介護5の認定を受けている認知症の方 
常時医療機関において治療する必要のない方 

リビング 居室 

街の夕陽が丘は市街地にあるため利便性が良く、職員と一

緒に買い物や散歩に出かけ繁華街の雰囲気を楽しんだり

四季折々の長崎伝統行事も身近な感じることが出来ます。 

街の夕陽が丘でかかわるご利用者様、ご家族、スタッフが

ひとつの家族のように一緒に笑い一緒に喜び楽しい毎日

を過ごしています。 

 

グループホームとは、認知症の方が家庭的な環境の中で

食事、排泄、入浴などの介護や日常生活での支援を受け家

事を手伝うなどの生活リハビリを行いながら暮らすこと

によりご利用者それぞれの持つ能力に応じて自立した生

活を営むことが出来る共同生活住居です。 

長崎市築町 3-1 

095-801-0150 
（担当者：本村） 

https://kagurakai.or.jp/ 
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